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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第159期

中間連結会計期間
第160期

中間連結会計期間
第159期

会計期間
自2023年４月１日
至2023年９月30日

自2024年４月１日
至2024年９月30日

自2023年４月１日
至2024年３月31日

売上高 （百万円） 1,397 1,665 3,027

経常損失（△） （百万円） △9 △34 △44

親会社株主に帰属する中間純利

益又は親会社株主に帰属する中

間（当期）純損失（△）

（百万円） △1,040 460 △2,417

中間包括利益又は包括利益 （百万円） △1,128 458 △940

純資産額 （百万円） 1,425 2,072 1,613

総資産額 （百万円） 18,833 15,688 18,225

１株当たり中間純利益又は１株

当たり中間（当期）純損失

（△）

（円） △159.39 68.04 △366.52

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
（円） － 57.59 －

自己資本比率 （％） 7.6 13.2 8.9

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △786 △661 △1,403

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △445 3,490 287

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 159 △2,639 295

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（百万円） 597 923 739

 

　（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．第159期中間連結会計期間及び第159期連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり中間（当期）純損失であるため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善等緩やかな景気回復は見られるものの、原材

料価格・エネルギーコストの高騰等に伴う物価上昇の高止まり、世界経済におけるウクライナや中東での紛争が長

期化し拡大の様相を見せている事、中国での内需低迷による景気の減速感の継続等先行きは依然として不透明な状

況が続くと見込まれます。

　このような状況のもと、当社は引続き各部門において2020年5月13日開催の取締役会で決議した事業再構築策の

実行により収益改善に取り組んでおります。

　この結果、当社グループの当中間連結会計期間の経営成績は売上高1,665百万円(前年同期比19.2%増）となり、

営業利益102百万円(前年同期は営業損失140百万円）、経常損失34百万円(前年同期は経常損失9百万円）、固定資

産売却益1,251百万円、減損損失385百万円及び事業撤退損280百万円の計上等もあり親会社株主に帰属する中間純

利益は460百万円(前年同期は親会社株主に帰属する中間純損失1,040百万円）となりました。

 

　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

①繊維

　繊維部門につきましては、売上高894百万円(前年同期比23.7%増）、セグメント損失48百万円(前年同期は85百万

円のセグメント損失）となりました。

②不動産

　不動産部門につきましては、売上高620百万円(前年同期比22.9%増）、セグメント利益428百万円(前年同期比

33.6%増）となりました。

③食品

　食品部門につきましては、売上高70百万円(前年同期比30.0%増）、セグメント損失27百万円(前年同期は36百万

円のセグメント損失）となりました。

④その他

　その他部門につきましては、売上高80百万円(前年同期比30.4%減）、セグメント損失34百万円(前年同期は57百

万円のセグメント損失）となりました。

 

(2) 財政状態の分析

　当中間連結会計期間末の総資産は、固定資産の減少等により前連結会計年度末に比べ2,537百万円減少し、

15,688百万円となりました。負債は長短借入金の減少等により前連結会計年度末に比べ2,995百万円減少し、

13,615百万円となりました。また、純資産は前連結会計年度末に比べ458百万円増加し、2,072百万円となりまし

た。この結果、自己資本比率は13.2％（前連結会計年度末は8.9％）となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ183百万円増加（前年同期は939百

万円の減少）し、923百万円となりました。

　当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　税金等調整前中間純利益が546百万円となり、減損損失385百万円、事業撤退損280百万円等がありましたが、有

形固定資産売却益1,251百万円、事業撤退損の支払額586百万円等があり、661百万円の減少（前年同期は786百万円

の減少）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　有形固定資産の取得による支出554百万円がありましたが、有形固定資産の売却による収入4,044百万円があり、

3,490百万円の増加（前年同期は445百万円の減少）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　長期借入れによる収入50百万円がありましたが、長期借入金の返済による支出1,784百万円、短期借入金の純減

額787百万円、リース債務の返済による支出83百万円等があり、2,639百万円の減少（前年同期は159百万円の増

加）となりました。

(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

(5) 経営方針・経営戦略等

　当中間連結会計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありませ

ん。

(6) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間連結会計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更

はありません。

(7) 研究開発活動

　当中間連結会計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、90百万円であります。

　なお、当中間連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

EDINET提出書類

オーミケンシ株式会社(E00531)

半期報告書

 4/26



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 24,000,000

Ａ種優先株式 11,000,000

計 24,000,000

　（注）　当社の各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計は35,000,000株となりますが、当社定款に定める発行可能

株式総数は24,000,000株としております。なお、発行可能種類株式総数の合計と発行可能株式総数との一致につ

いては、会社法上要求されておりません。

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末
現在発行数（株）
（2024年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2024年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,602,459 6,602,459
東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

Ａ種優先株式

（行使価額修正

条項付新株予約

権付社債等）

2,000,000 2,000,000 －

（注１～７）

単元株式数

1,000株

計 8,602,459 8,602,459 － －

 

　（注）行使価額修正条項付新株予約権付社債等の特質は、以下のとおりであります。

１．Ａ種優先株式は、株価の下落により取得価額が修正され、取得と引換えに交付する普通株式数が増加しま

す。修正の基準、修正の頻度及び取得価額の下限は以下のとおりであります。

修正の基準：東京証券取引所における当社普通株式の毎日の終値の平均値

詳細については、（注）３．Ａ種優先株式の内容(20）取得請求と普通株式の交付に記載のと

おりであります。

修正の頻度：１年に１回

取得価額の下限：当初取得価額の80％

２．Ａ種優先株式について、全部の取得を可能とする旨の条項の定めは、2011年４月１日以降、権利者の意思に

かかわらず、全部または一部を取得できる旨を定めております。詳細については、（注）３．Ａ種優先株式の

内容(16）取得条項に記載のとおりであります。
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３．Ａ種優先株式の内容は、次のとおりであります。

(1）種類株式の名称 オーミケンシ株式会社Ａ種優先株式

（以下「Ａ種優先株式」という。）

(2）発行株式数 Ａ種優先株式　11,000,000株

(3）発行価額 １株につき500円

(4）発行価額の総額 5,500,000,000円
 

(5）発行価額中資本に組入れない額 １株につき250円

(6）資本組入額の総額 2,750,000,000円

(7）申込期日 2004年３月29日

(8）払込期日 2004年３月29日

(9）配当起算日 2004年３月30日

(10）発行方法 第三者割当ての方法により、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（現　三菱

ＵＦＪ銀行）に4,900,000株、株式会社みずほコーポレート銀行（現

みずほ銀行）に3,200,000株、東洋商事株式会社に2,000,000株、株式

会社三井住友銀行に900,000株を割当てる。

(11）継続保有に関する事項 該当なし

(12）優先配当金

当会社は、剰余金の配当を行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」という。）ま

たはＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、普通株式を有

する株主（以下「普通株主」という。）または普通株式の登録株式質権者（以下「普通登録株式質権者」

という。）に先立ち、Ａ種優先株式１株につき下記(イ）に定める額の剰余金の配当（以下「Ａ種優先配

当金」という。）を支払う。ただし、下記(13）に定めるＡ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ａ

種優先中間配当金を控除した額とする。

(イ)優先配当金の額

１株あたりのＡ種優先配当金の額は、Ａ種優先株式の１株あたりの発行価額（500円）に、それぞれの

事業年度ごとに下記の配当年率（以下「Ａ種優先配当年率」という）を乗じて算出された額とする。た

だし、初年度のＡ種優先配当金については、配当起算日から当該事業年度の終了日までの日数（初日お

よび最終日を含む。）で日割り計算した額とする。

Ａ種優先配当金は、円位未満小数第４位まで算出し、その小数第４位を四捨五入する。ただし、計算の

結果、Ａ種優先配当金が１株につき50円を超える場合は、50円とする。

Ａ種優先配当年率は、2004年３月30日以降、次回の配当年率修正日（下記に定義される。）の前日まで

の各事業年度について、下記の算式により計算される年率とする。

Ａ種優先配当年率＝日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）＋2.00％

「配当年率修正日」は、2004年３月30日以降の毎年４月１日とする。当日が銀行休業日の場合は、前営

業日を配当年率修正日とする。

「日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）」とは、2004年３月31日までは2004年３月30日（配当起算日）におい

て全国銀行協会より午前11時における日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）として公表される数値をいい、そ

れ以降は各配当年率修正日およびその直後の10月１日（当日が銀行休業日の場合は前営業日）の２時点

において、午前11時における日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）として全国銀行協会によって公表される数

値の平均値をいうものとする。2004年３月30日、配当年率修正日またはその直後の10月１日（当日が銀

行休業日の場合は前営業日）に日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）が公表されない場合は、同日（当日が銀

行休業日の場合は前営業日）ロンドン時間午前11時にスクリーン・ページに表示されるロンドン銀行間

市場出し手レート（ユーロ円ＬＩＢＯＲ６ヶ月物（360日ベース））として英国銀行協会（ＢＢＡ）に

よって公表される数値またはこれに準ずると認められるものを日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）に代えて

用いるものとする。

日本円ＴＩＢＯＲ（６ヶ月物）またはこれに代えて用いる数値は、％位未満小数第４位まで算出し、そ

の小数第４位を四捨五入する。
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(ロ)累積条項

2005年３月末日を決算期日とする事業年度までの間において、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質

権者に対して支払う剰余金の配当の額がＡ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額（以下「Ａ

種未払配当金」という。）は累積するものとし、累積したＡ種未払配当金（以下「Ａ種累積未払配当

金」という。）は、Ａ種優先配当金およびＢ種優先配当金並びに普通株主または普通登録株式質権者に

対する剰余金の配当に先立って支払われるものとする。2006年３月末日を決算期日とする事業年度以降

のある事業年度におけるＡ種未払配当金は翌事業年度以降に累積しない。

(ハ)非参加条項

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて配当を行わない。

(13）優先中間配当金

当会社は、定款第39条に定める中間配当を行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対

し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につきＡ種優先配当金の２分の１ま

たは１株につき25円のいずれか低い額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払う。

(14）残余財産の分配

当会社の残余財産の分配をするときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株主ま

たは普通登録株式質権者に先立ち、Ａ種優先株式１株につき500円を支払う。

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、前記のほか残余財産の分配を行わない。

(15）現金を対価とする取得請求権

Ａ種優先株主は、2011年以降、毎年７月１日から７月31日までの期間（以下「Ａ種優先株式取得請求可能

期間」という。）において、前事業年度における分配可能額の２分の１から、当会社が、当該取得請求が

なされた事業年度において、その発行しているすべての種類の優先株式の取得を既に行ったか、行う決定

を行った分の価額の合計額を控除した額を限度として、Ａ種優先株式の全部または一部を１株につき500

円の交付と引き換えに取得することを請求することができる。当会社は、Ａ種優先株式取得請求可能期間

の満了日から１ヵ月以内に、法令の定めにしたがって、取得手続を行うものとする。ただし、上記限度額

を超えて優先株主（ただし、種類は問わないものとする）からの取得請求があった場合、取得の順位は、

優先株式の種類を問わず、Ａ種優先株式取得請求可能期間経過後において実施する抽選その他の方法によ

り決定する。

(16）取得条項

当会社は、2011年４月１日以降いつでもＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者の意思にかかわら

ず、Ａ種優先株式の全部または一部を取得することができる。一部取得の場合は、抽選その他の方法によ

り行う。取得の対価としての取得価額は、１株につき500円に取得日の属する事業年度におけるＡ種優先

配当金の額を取得日の属する事業年度の初日から取得の日までの日数（初日および取得日を含む。）で日

割り計算した額（円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。）を加算した額とす

る。

(17）議決権

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。

(18）株式の併合または分割

当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式について、株式の併合、分割または無償割当てを行わ

ない。

(19）新株引受権等の付与

当会社は、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、新株予約権の無償割当てを行わず、ま

た、募集株式、募集新株予約権および募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。

(20）取得請求と普通株式の交付

Ａ種優先株主は、下記の条件にしたがって、当会社に対し、その保有するＡ種優先株式を当会社が取得す

るのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる。

(イ)取得を請求することができる期間

Ａ種優先株主は、2008年４月１日以降いつでも、当会社に対し、その保有するＡ種優先株式を当会社が

取得するのと引き換えに普通株式の交付を請求することができる。

(ロ)取得の条件

Ａ種優先株主は、上記(イ）の期間中、１株につき下記(a）から(c）に定める取得価額により、Ａ種優

先株式を当会社が取得するのと引き換えに当会社の普通株式の交付を請求することができる。
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(a）当初取得価額

当初取得価額は、2004年３月30日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所に

おける当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を

除く。）を円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入した額とする。

(b）取得価額の修正

取得価額は、2009年４月１日以降、毎年４月１日（以下それぞれ「取得価額修正日」という。）に、

各取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（以下それぞれ「時価算定期間」という。）

の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）

の平均値（終値のない日数を除く。）に修正される（修正後取得価額は円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を四捨五入する。なお、各時価算定期間内に、下記(c）で定める取得価額の調整

事由が生じた場合には、当該平均値は、下記(c）に準じて取締役会が適当と判断する値に調整され

る。）。ただし、上記の計算の結果、修正後取得価額が当初取得価額の80％に相当する金額（円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。以下「下限取得価額」という。ただし、

下記(c）により調整される。）を下回る場合には下限取得価額をもって、また、修正後取得価額が当

初取得価額の150％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。以下「上限取得価額」という。ただし、下記(c）により調整される。）を上回る場合には上限取

得価額をもって修正後取得価額とする。

(c）取得価額の調整

Ⅰ　Ａ種優先株式発行後、次のいずれかに該当する場合には、取得価額を次に定める算式（以下「取得

価額調整式」という。）により調整する。取得価額調整式を用いる計算については、円位未満小数

第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。

    
既発行普通株式数 ＋

新規発行普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後取得価額 ＝ 調整前取得価額 ×

１株あたりの時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

ｉ　取得価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合（自己株式を

処分する場合を含む。）

調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、または募集のための株主割当日がある場合はその日の

翌日以降これを適用する。処分される自己株式の数は、取得価額調整式における「新規発行普通

株式数」に算入される。

ⅱ　株式の分割により普通株式を発行する場合

調整後取得価額は、株式の分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余

金の額を減少して資本金の額を増加することを条件としてその部分をもって株式の分割により普

通株式を発行する旨取締役会で決議する場合で、当該剰余金の減少の決議をする株主総会の終結

の日以前の日を株式の分割のための株主割当日とする場合には、調整後取得価額は、当該剰余金

の額を減少して資本金の額を増加することの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降、これを

適用する。

ⅲ　取得価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式

の交付を請求することができる株式または権利行使により発行される普通株式１株あたりの発行

価額（ただし、当該発行価額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資され

る財産の額の合計額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）が取得価額調整

式に使用する時価を下回ることとなる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合

調整後取得価額は、その証券（権利）の発行日に、または募集のための株主割当日がある場合は

その日の終わりに、発行される証券（権利）の全額が取得またはすべての新株予約権が行使され

たものとみなし、その発行日の翌日以降、またはその割当日の翌日以降、これを適用する。

Ⅱ　上記Ⅰに掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通株式の併合等により取得価額の調整を必

要とする場合には、取締役会が適当と判断する取得価額により調整される。

Ⅲ　取得価額調整式に使用する１株あたりの時価は、調整後取得価額を適用する日（ただし、上記Ⅰⅱ

ただし書きの場合には株主割当日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引

所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない

日数を除く。）とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す

る。なお、上記45取引日の間に、上記ⅠまたはⅡで定める取得価額の調整事由が生じた場合には、

取得価額調整式で使用する時価（当該平均値）は、取締役会が適当と判断する価額に調整される。
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Ⅳ　取得価額調整式に使用する調整前取得価額は、調整後取得価額を適用する前日において有効な取得

価額とし、また、取得価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその

日、また、株主割当日がない場合は調整後取得価額を適用する日の１ヶ月前の日における当会社の

発行済普通株式数とする。なお、処分される自己株式の数は、取得価額調整式に使用する既発行普

通株式数から控除される。

Ⅴ　取得価額調整式で使用する１株あたりの払込金額とは、それぞれ以下のとおりとする。

ⅰ　上記Ⅰⅰの時価を下回る払込金額（または処分価額）をもって募集株式の発行等をする場合に

は、当該払込金額（金銭以外の財産による払込みの場合にはその適正な評価額）

ⅱ　上記Ⅰⅱの株式分割により普通株式を発行する場合は０円

ⅲ　上記Ⅰⅲの時価を下回る価額をもって当会社が取得するのと引き換えに普通株式の交付の請求ま

たは上記Ⅰⅲで定める内容の新株予約権を行使できる証券（権利）を発行する場合は、当該取得

価額または当該新株予約権の行使により発行される普通株式１株あたりの発行価額（ただし、当

該発行価額は当該募集新株予約権の払込金額およびその行使に際して出資される財産の額の合計

額の普通株式１株当たりの額により算出されるものとする。）

Ⅵ　取得価額調整式により算出された調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満にとどまる

ときは、取得価額の調整はこれを行わない。ただし、その後取得価額の調整を必要とする事由が発

生し、取得価額を算出する場合には、取得価額調整式中の調整前取得価額に代えて調整前取得価額

からこの差額を差し引いた額を使用する。

(ハ)取得請求により交付すべき普通株式数

Ａ種優先株式の取得請求により交付すべき当会社の普通株式数は、次のとおりとする。

取得請求により交付

すべき普通株式数
＝

Ａ種優先株主が取得請求のために提出したＡ種優先株式の発行価額の総額

取得価額

取得請求により交付すべき普通株式数の算出にあたって、１株未満の端数が生じたときは、これを切捨

てる。

(ニ)取得の請求により交付する株式の内容

当会社普通株式

(ホ)取得請求受付場所

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

(ヘ)取得請求の効力の発生

取得請求の効力は、取得請求書およびＡ種優先株式の株券が前述(ホ）に記載する取得請求受付場所に

到着したときに発生する。ただし、Ａ種優先株式の株券が発行されていない場合は、株券の提出を要し

ないものとする。

(ト)取得請求による普通株式の交付後第１回目の配当

Ａ種優先株式の取得請求により交付された普通株式に対する最初の剰余金の配当または中間配当金は、

取得の請求がなされたときに属する事業年度の初めに取得があったものとみなしてこれを支払う。ただ

し、普通株式について中間配当として金銭の分配がなされた事業年度において、取得の請求が当該事業

年度の10月１日から翌年３月31日までになされたときは10月１日に取得があったものとみなしてこれを

支払う。

(21）優先順位

当会社の発行する各種の種類株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の分配の支払順位は、同

順位とする。

４．（1）Ａ種優先株式11,000,000株のうち9,000,000株については、2007年9月10日に取締役会決議に基づく買取

り及び消却を行なっております。

(2）Ａ種優先株式には会社法第322条第２項に規定する定款の定めを設けておりません。

(3）Ａ種優先株式は資金調達を目的として金融機関及び取引先に対して議決権のない株式を発行したものであ

り、議決権を有しないこととしている理由は、既存の株主への影響を考慮したためであります。

５．権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当はありません。

６．当社の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容

該当はありません。

７．当社の株券の貸借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容

該当はありません。
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（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（千株）

発行済株式
総数残高

（千株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
（百万円）

2024年４月１日～

2024年９月30日
－ 8,602 － 100 － 25
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（５）【大株主の状況】

  2024年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

東洋商事株式会社 大阪市中央区瓦町２－５－14 2,572 29.92

龍寶　裕子 東京都渋谷区 654 7.60

丸山　三千夫 山梨県中巨摩郡昭和町 336 3.91

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内１－４－５ 294 3.42

太陽生命保険株式会社 東京都中央区日本橋２－７－１ 200 2.32

竹甚板硝子株式会社 愛知県刈谷市司町６－27 200 2.32

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２－６－21 78 0.90

丸山　光子 山梨県中巨摩郡昭和町 66 0.77

龍寶　惟男 東京都渋谷区 64 0.74

千歳コーポレーション株式会社 東京都千代田区神田鍛治町３－６－３ 62 0.72

計 － 4,529 52.68

 

　なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。

  2024年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

（個）

総株主の議決権に
対する所有議決権
数の割合（％）

龍寶　裕子 東京都渋谷区 6,542 9.92

東洋商事株式会社 大阪市中央区瓦町２－５－14 5,723 8.68

丸山　三千夫 山梨県中巨摩郡昭和町 3,368 5.11

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内１－４－５ 2,947 4.47

太陽生命保険株式会社 東京都中央区日本橋２－７－１ 2,000 3.03

竹甚板硝子株式会社 愛知県刈谷市司町６－27 2,000 3.03

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２－６－21 781 1.18

丸山　光子 山梨県中巨摩郡昭和町 664 1.00

龍寶　惟男 東京都渋谷区 640 0.97

千歳コーポレーション株式会社 東京都千代田区神田鍛治町３－６－３ 627 0.95

計 － 25,292 38.38
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2024年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式 2,000,000 －

「１(1）②　発行済株

式」の「内容」の記載

を参照

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 5,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 6,588,800 65,888 －

単元未満株式 普通株式 8,359 －
一単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数  8,602,459 － －

総株主の議決権  － 65,888 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株含まれております。また、

「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。

②【自己株式等】

    2024年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

オーミケンシ株式

会社

大阪市中央区南本

町４－１－１
5,300 － 5,300 0.06

計 - 5,300 － 5,300 0.06

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

 

１．中間連結財務諸表の作成方法について

　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28

号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第

１編及び第３編の規定により第１種中間連結財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（2024年４月１日から2024年９月

30日まで）に係る中間連結財務諸表について、監査法人和宏事務所による期中レビューを受けております。
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１【中間連結財務諸表】

（１）【中間連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(2024年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 739 923

受取手形、売掛金及び契約資産 281 302

商品及び製品 532 524

仕掛品 6 6

原材料及び貯蔵品 73 80

その他 248 114

貸倒引当金 △5 △5

流動資産合計 1,877 1,946

固定資産   

有形固定資産   

土地 15,368 12,859

その他（純額） 809 715

有形固定資産合計 16,178 13,574

無形固定資産 7 6

投資その他の資産 158 157

固定資産合計 16,344 13,738

繰延資産   

社債発行費 3 2

繰延資産合計 3 2

資産合計 18,225 15,688

 

EDINET提出書類

オーミケンシ株式会社(E00531)

半期報告書

14/26



 

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2024年３月31日)

当中間連結会計期間
(2024年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 402 222

短期借入金 3,310 2,178

１年内償還予定の社債 70 70

未払法人税等 2 11

賞与引当金 26 26

その他 737 411

流動負債合計 4,548 2,920

固定負債   

社債 80 45

長期借入金 6,221 4,831

繰延税金負債 4,118 4,191

役員退職慰労引当金 112 115

環境対策引当金 0 0

退職給付に係る負債 276 288

その他 1,254 1,222

固定負債合計 12,062 10,694

負債合計 16,611 13,615

純資産の部   

株主資本   

資本金 100 100

資本剰余金 5,829 5,829

利益剰余金 △4,364 △3,904

自己株式 △4 △4

株主資本合計 1,560 2,020

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15 14

繰延ヘッジ損益 0 △2

為替換算調整勘定 37 39

その他の包括利益累計額合計 53 51

純資産合計 1,613 2,072

負債純資産合計 18,225 15,688
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（２）【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

売上高 1,397 1,665

売上原価 852 971

売上総利益 545 694

販売費及び一般管理費 ※ 686 ※ 592

営業利益又は営業損失（△） △140 102

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 2

為替差益 173 －

助成金収入 30 1

その他 43 1

営業外収益合計 250 5

営業外費用   

支払利息 103 113

為替差損 － 15

その他 14 13

営業外費用合計 118 141

経常損失（△） △9 △34

特別利益   

固定資産売却益 － 1,251

特別利益合計 － 1,251

特別損失   

固定資産廃棄損 － 4

減損損失 7 385

事業撤退損 1,025 280

特別損失合計 1,032 670

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損

失（△）
△1,041 546

法人税、住民税及び事業税 1 11

法人税等調整額 △2 74

法人税等合計 △0 85

中間純利益又は中間純損失（△） △1,040 460

親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社株主に

帰属する中間純損失（△）
△1,040 460
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【中間連結包括利益計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

中間純利益又は中間純損失（△） △1,040 460

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6 △0

繰延ヘッジ損益 6 △3

為替換算調整勘定 △101 1

その他の包括利益合計 △87 △2

中間包括利益 △1,128 458

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 △1,128 458

非支配株主に係る中間包括利益 － －
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（３）【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前中間連結会計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　2024年４月１日
　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純

損失（△）
△1,041 546

減価償却費 15 22

減損損失 7 385

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4 12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △1 0

有形固定資産売却損益（△は益） - △1,251

有形固定資産廃棄損 - 4

受取利息及び受取配当金 △2 △2

為替差損益（△は益） △173 15

事業撤退損 1,025 280

助成金収入 △30 △1

支払利息 103 113

売上債権の増減額（△は増加） 85 △21

棚卸資産の増減額（△は増加） 49 21

仕入債務の増減額（△は減少） △84 △202

その他 128 95

小計 87 23

利息及び配当金の受取額 2 2

助成金の受取額 47 15

利息の支払額 △124 △113

法人税等の支払額 △2 △2

法人税等の還付額 16 0

事業撤退損の支払額 △813 △586

営業活動によるキャッシュ・フロー △786 △661

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 10 4,044

有形固定資産の取得による支出 △455 △554

投資活動によるキャッシュ・フロー △445 3,490

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 560 △787

長期借入れによる収入 - 50

長期借入金の返済による支出 △237 △1,784

社債の償還による支出 △80 △35

リース債務の返済による支出 △84 △83

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 159 △2,639

現金及び現金同等物に係る換算差額 132 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △939 183

現金及び現金同等物の期首残高 1,536 739

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 597 ※ 923
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【注記事項】

（中間連結貸借対照表関係）

　　受取手形割引高

 
前連結会計年度

（2024年３月31日）
当中間連結会計期間
（2024年９月30日）

受取手形割引高 6百万円 －百万円

 

（中間連結損益計算書関係）

※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前中間連結会計期間
（自 2023年４月１日

　　至 2023年９月30日）

　当中間連結会計期間
（自 2024年４月１日

　　至 2024年９月30日）

１．給料賃金 174百万円 171百万円

２．賞与引当金繰入額 25 26

３．退職給付費用 22 12
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は

　　次のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自 2023年４月１日
至 2023年９月30日）

当中間連結会計期間
（自 2024年４月１日
至 2024年９月30日）

現金及び預金勘定 597百万円 923百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 597 923

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.株主資本の金額の著しい変動

　当社は、事業撤退損の計上等により利益剰余金が減少いたしました。この結果、当中間連結会計期間において利

益剰余金が1,040百万円減少し、当中間連結会計期間末において利益剰余金が△2,987百万円となっております。

 
Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

1.配当金支払額

該当事項はありません。

 

2.株主資本の金額の著しい変動

　当社は、固定資産売却益の計上等により利益剰余金が増加いたしました。この結果、当中間連結会計期間におい

て利益剰余金が460百万円増加し、当中間連結会計期間末において利益剰余金が△3,904百万円となっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前中間連結会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

中間連結損益

計算書計上額

（注）３ 繊維 不動産 食品 計

売上高         

外部顧客への売上高 722 504 54 1,281 116 1,397 － 1,397

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － － －

計 722 504 54 1,281 116 1,397 － 1,397

セグメント利益又は損失（△） △85 320 △36 198 △57 140 △281 △140

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェア開発・販売等を

含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△281百万円には、セグメント間取引消去12百万円及び各報告セ

グメントに配賦していない全社費用△293百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。

　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、中間連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　（固定資産に係る重要な減損損失）

　「食品」セグメントにおいて、継続して営業損失を計上したことから製造設備他の帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額を減損損失（3百万円）として特別損失に計上いたしました。なお報告セグメン
トに配賦されていない減損損失（3百万円）は操業を停止した工場跡地等に係るものであります。

 

Ⅱ　当中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

       （単位：百万円）

 報告セグメント

その他

（注）１
合計

調整額

（注）２

中間連結損益

計算書計上額

（注）３ 繊維 不動産 食品 計

売上高         

外部顧客への売上高 894 620 70 1,584 80 1,665 － 1,665

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － － －

計 894 620 70 1,584 80 1,665 － 1,665

セグメント利益又は損失（△） △48 428 △27 352 △34 318 △216 102

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェア開発・販売等を

含んでおります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△216百万円には、セグメント間取引消去13百万円及び各報告セ

グメントに配賦していない全社費用△229百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理費であります。

　　　３．セグメント利益又は損失（△）は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　（固定資産に係る重要な減損損失）

　報告セグメントに配賦されていない減損損失（385百万円）は操業を停止した工場跡地等に係るものであ
ります。
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（金融商品関係）

　借入金は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、中間連結貸借対照表計上額に前連結会計年

度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当中間連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係

る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

 

 

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前中間連結会計期間（自　2023年４月１日　至　2023年９月30日）

 （単位：百万円）
 

 

報告セグメント
その他
（注）

合計
繊維 不動産 食品 計

繊維原料 340 － － 340 － 340

繊維製品 381 － － 381 － 381

食品 － － 54 54 － 54

その他 － － － － 116 116

顧客との契約から生じ
る収益 722 － 54 776 116 893

その他の収益 － 504 － 504 － 504

外部顧客への売上高 722 504 54 1,281 116 1,397

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェア開発・販売等を含ん

でおります。

 

当中間連結会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

 （単位：百万円）
 

 

報告セグメント
その他
（注）

合計
繊維 不動産 食品 計

繊維原料 469 － － 469 － 469

繊維製品 424 － － 424 － 424

食品 － － 70 70 － 70

その他 － － － － 80 80

顧客との契約から生じ
る収益 894 － 70 964 80 1,045

その他の収益 － 620 － 620 － 620

外部顧客への売上高 894 620 70 1,584 80 1,665

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソフトウェア開発・販売等を含ん

でおります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純損失及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純利益及び

算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

（自　2023年４月１日
至　2023年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

（１）１株当たり中間純利益又は１株当たり中間純

損失（△）
△159円39銭 68円04銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益又は親会社

株主に帰属する中間純損失（△）（百万円）
△1,040 460

普通株主に帰属しない金額（百万円） 10 11

（うち優先配当額(百万円）） (10) (11)

普通株式に係る親会社株主に帰属する中間純

利益又は親会社株主に帰属する中間純損失

（△）（百万円）

△1,051 448

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,597 6,597

（２）潜在株式調整後１株当たり中間純利益 － 57円59銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する中間純利益調整額

（百万円）
－ 11

（うち優先配当額(百万円）） (－) (11)

普通株式増加数（千株） － 1,400

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、

前連結会計年度末から重要な変動があったものの概

要

－ －

（注）前中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式は存在するものの１株当

たり中間純損失であるため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

 2024年11月11日

オーミケンシ株式会社

取締役会　御中

 

監査法人和宏事務所

大阪府大阪市

 

 
代 表 社 員
業務執行社員

 公認会計士 平岩　雅司

 

 業務執行社員 公認会計士 和田　泰史

 
 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているオーミケンシ株

式会社の2024年４月１日から2025年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（2024年４月１日から2024年９月30

日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中

間連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、オーミケンシ株式会社及び連結子会社の2024年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全て

の重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

 

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報

告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　　上

 

 

　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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